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付録３ 定期点検結果の記入要領

１．点検結果の記入要領 
点検調書の記入要領を以下に示す｡

1)点検調書（その１）橋梁の諸元と総合検査結果 

本調書では，対象橋梁の諸元について「道路台帳」および「橋梁台帳」のデータなどを活用して

整理する。また，定期点検結果の総合所見として，複数の部材の複数の損傷を総合的に評価するな

ど，橋梁全体としての状態についての所見を，「総合検査結果」欄に記載する（４００字程度以内）。

本調書には、道路橋毎の健全性の診断結果（Ⅰ～Ⅳ）も記載する。なお、道路橋毎の健全性の診

断については，本文７．２の判定区分による。

2)点検調書（その２）径間別一般図 

本調書では，対象橋梁の全体図及び一般図（平面図，側面図，断面図）などを径間毎に整理する。

点検調書（その２）の記入要領は，次のとおりとする。

・「全体図」：橋梁全体の模式図（多径間の場合，対象としている径間をマークする。）

・「一般図」：各径間の一般図（平面図，側面図，断面図）

※補強等を反映させた現況の一般図とすること。

現況の一般図がない場合には，新たに作成すること。

3)点検調書（その３）現地状況写真 

本調書では，対象橋梁の全景，路面，路下等の現地状況写真を径間毎に整理する。

点検調書（その３）の記入要領は，次のとおりとする。

・「写真番号」：写真と対応した番号（１から順に記入。写真は横方向に順に貼付する。）

・「径間番号」：写真に対応した径間番号

・「写真説明」：撮影対象箇所（側面，路面，路下 等）

・「撮影年月日」：写真の撮影年月日

・「メ モ」：写真内容の補足説明

4)点検調書（その４）要素番号図及び部材番号図 

本調書では，記録の下地となる要素番号及び部材番号を設定し，径間毎に整理する。点検調書（そ

の４）の記入要領は，次のとおりとする。

・「要素番号図及び部材番号図」：径間毎，部位・部材毎の番号図

要素番号：損傷程度の評価を行う各部位・部材毎の最小評価単位の番号

要素番号は，各部位・部材毎に４桁の番号をつけるものであり，付表３．２「各部材の名称と

記号」に示す２文字の部材記号を組み合わせることで要素を特定することができる。

要素番号の４桁の数字は，前２桁が橋軸方向の並び(行)を示し，後２桁が橋軸直角方向の並び(列)
を示す｡この４桁の数字の組み合わせで，要素の位置を示すものである｡なお，数字は部位・部材毎

に図の左側(＝起点側)から右側(＝終点側)へ，上側から下側へ向けて順に増加するようにふりつけ

る｡また，箱桁の内部の点検を行った場合は，下記の例に示すように要素番号４桁の数字のうち，左

端の桁を９の値とする｡要素番号の付け方の例を付図３．２「要素番号例」に示す｡
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なお，要素番号図は損傷の経年変化を知るために，初期入力されたものを更新してはならない｡

補強，拡幅等により，部材の追加，変更が生じた場合は，既存の要素番号の振り直しは行わず，

新規の番号を追加するものとする｡

例) Ｍg ０２ ０５ Ｄs０３０４，Ｅj０１０６，Ｍg９２０５

↓ ↓ ↓ ↓

部材記号 (行)  (列)→要素番号 箱桁の内部

部材番号：対策区分の判定を行う評価単位の番号

部材番号は，特定の部材毎に２桁の番号をつけるものであり，付表３．２「各部材の名称と記号」

に示す２文字の部材記号を組み合わせることで部材を特定することができる。

部材番号の２桁の数字は，本文６．１の解説に記載の桁等各１本単位で評価する部材及び橋台等

の下部構造にあっては，橋軸方向の並び(行)又は橋軸直角方向の並び(列)を示す｡数字は図の左側(＝
起点側)から右側(＝終点側)又は上側から下側へ向けて順に増加するようにふりつける｡また，箱桁

の内部の点検を行った場合は，下記の例に示すように部材番号２桁の数字のうち，左端の桁を９の

値とする｡部材番号の付け方の例を付図３．３「部材番号例」に示す｡

また，径間単位で評価する部材にあっては，「00」を付す。

なお，部材番号図は対策区分の経年変化を知るために，初期入力されたものを更新してはならな

い｡

補強，拡幅等により，部材の追加，変更が生じた場合は，既存の部材番号の振り直しは行わず，

新規の番号を追加するものとする｡

例) Ｍg ０１ Ｃｒ０２，Ｍg９１

↓ ↓ ↓

部材記号 (行又は列)→部材番号 箱桁の内部

5)点検調書（その５）損傷図 

本調書では，対象橋梁の部位・部材の損傷の種類・程度や箇所などを径間毎に整理する。

なお、損傷種類別の詳細な記録方法については、｢付録-1：損傷評価基準｣の【損傷程度の評価と

記録】(2)その他の記録を参照のこと。また、重要橋梁（橋長１５ｍ以上・被爆橋・跨線橋・跨道橋）

においては近接目視（着目部位に触れる程度の距離まで接近して目視）を絶対条件とするが、小規

模橋梁（橋長２ｍ以上１５ｍ未満）においてこれができなかった箇所については、箇所毎に近接の

程度とその理由を記載するものとする。

点検調書（その５）の記入要領は，次のとおりとする。

・「損傷図」：径間別一般図に，部材名称，要素番号，損傷種類番号・損傷名，損傷程度の評価区

分記号の順序で記入する（「部材名称」」については付表３．２を，「損傷種類番号・損傷名」及び「損

傷程度の評価区分記号」については「付録１」を参照。）。

また，各損傷箇所に対応した写真の番号（「点検調書（その６）」の写真番号）を記入する。なお，

記入にあたっては，次の凡例の内容を損傷図に添付し，参考としても良い。
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点検の結果は，単に損傷の大小という情報だけではなく，効率的な維持管理を行うための基礎的

な情報として様々な形で利用される。例えば，ひびわれ状況をもとにアルカリ骨材反応を検討した

り，亀裂の発生箇所周辺の損傷状況をもとに損傷原因を考察したりする場合には，損傷図が重要な

情報源となる。

したがって，損傷の程度を適切な方法で詳細に記録しなければならない。損傷状況を示す情報の

うち，定性的な評価基準(付録１)を用いて損傷の程度を表せない情報については，本点検調書上で，

損傷図や文章等を用いて記録することとする。

以下に，定性的な評価基準で損傷の程度を表せない情報に対する記録方法例を示す。

・コンクリート部材におけるひびわれの状況のスケッチ

（スケッチには，主要な寸法も併記する）

・コンクリート部材におけるうき，剥離，変色等の変状箇所及び範囲のスケッチ

・鋼製部材の亀裂発生位置，進展の状況のスケッチ

・鋼製部材の変形の位置や状況のスケッチ

・漏水箇所など変状の発生位置

・異常音や振動など写真では記録できない損傷の記述

6)点検調書（その６）損傷写真 

本調書では，点検の結果把握された代表的な損傷の写真などを径間毎に整理する。

なお、損傷種類別の詳細な記録方法については、｢付録 1：損傷評価基準｣の【損傷程度の評価と

記録】(2)その他の記録を参照のこと。また、重要橋梁（橋長１５ｍ以上・被爆橋・跨線橋・跨道橋）

においては近接目視（着目部位に触れる程度の距離まで接近して目視）を絶対条件とするが、小規

模橋梁（橋長２ｍ以上５ｍ未満）においてこれができなかった箇所については、箇所毎に近接の程

度とその理由を記載するものとする。

点検調書（その６）の記入要領は，次のとおりとする。

・「写真番号」：写真と対応した番号（１から順に記入。写真は横方向に順に貼付ける。）

・「径間番号」：写真に対応した径間番号

・「部 材 名」：主桁，床版などの部材名（付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「要素番号」：損傷部材の番号（０２０５ 等；「点検調書(その４)」参照）

・「損傷の種類」：損傷名（腐食，亀裂 等；「付録１」参照）

・「損傷程度」：損傷程度の評価区分記号（「付録１」参照）

・「撮影年月日」：写真の撮影年月日
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・「メ モ」：写真内容の補足説明

なお，貼付した写真には，起点・終点の方向を記入する｡また，写真撮影にあたっては，できるだけ

黒板(下図参照)を入れて撮影することとし，更にスケールが判るようなものを添えておくことが望ま

しい｡

１．写真番号

２．橋梁名

３．部材名

４．要素番号

５．損傷の種類及び番号

7)点検調書（その７）損傷程度の評価記入表（主要部材） 

本調書では，対象橋梁の主要部材（損傷を放置しておくと橋の架け替えも必要になると想定され

る部材）について，要素毎に，損傷の種類・程度などを径間毎に整理する。

なお，「主要部材」は，本文４．２に規定するものである。

点検調書(その７)の記入要領は，次のとおりとする。

・「工種」：上部構造，下部構造などの区分記号

（Ｓ，Ｐ，Ａ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「材料」：鋼，コンクリートなどの部材材質区分記号

（Ｓ，Ｃ，Ｘ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「部材種別」

「名称」：主桁，床版などの部材名（付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

「記号」：部材名称に対応した部材記号

（Ｍｇ，Ｄｓ，Ｂｈ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

「要素番号」：要素の番号（例 ０２０５ 等；「点検調書(その４)」参照）

・「損傷程度」

「損傷程度の評価」：損傷程度の評価区分記号（「付録１」参照）

「定量的に取得した値」：各要素における定量的に得られる計測値（定量的に取得した場

合に限る。なお，この欄は，当面は該当するものはなく，将来，

定量的評価方法を定めた後に使用するものである。）

「単位」：定量的に取得した値の単位（同上）

・「損傷パターン」：損傷パターンの区分番号

（損傷の種類が「ひびわれ」の場合のみ記入；「付録１」参照）

・「損傷の種類」：損傷の種類名（腐食，亀裂 等；「付録１」参照）

・「分類」：各損傷における機能や材料等の分類番号（損傷の種類が「防食機能の劣化」「補修・

補強材の損傷」「定着部の異常」「変色・劣化」の場合のみ記入；「付録１」参照）

8)点検調書（その８）損傷程度の評価記入表（（点検調書（その７）に記載以外の部材） 

本調書では，点検調書（その７）に該当するもの以外の部材について記載する。
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記載方法については，点検調書（その７）に準拠するものとする。

9)点検調書（その９）損傷程度の評価結果総括 

本調書では，対象橋梁の全ての部材について，損傷の種類・程度を，径間毎に，前回定期点検結

果と対比するよう整理する。

「損傷の種類(程度)」欄については，点検調書（その７），（その８）の記録(要素番号毎)を，部材

番号毎に整理して記入する。各部材において，複数の損傷が記録される場合は，それぞれの損傷を

記入する。また，同じ損傷で程度の異なるものについては，最も損傷程度の進行しているものを記

入する。

点検調書（その９）の記入要領は，次のとおりとする。

・「工種」：上部構造，下部構造などの区分記号

（Ｓ，Ｐ，Ａ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「材料」：鋼，コンクリートなどの部材材質区分記号

（Ｓ，Ｃ，Ｘ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「部材種別」：

「名称」：主桁，床版などの部材名称（付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

「記号」：部材名称に対応した部材記号

（Ｍｇ，Ｄｓ，Ｂｈ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

「部材番号」：部材の番号（例 ０２ 等；「点検調書(その４)」参照）

・「今回定期点検」

「点検日」：今回実施した点検年月日

「損傷の種類（程度）」：部材の損傷種類（損傷程度の評価区分記号）

（腐食（ａ），ひびわれ（ｃ） 等；「付録１」参照）

・「前回定期点検」

「点検日」：前回実施した点検年月日

「損傷の種類（程度）」：部材の損傷種類（損傷程度の評価区分記号）

（腐食（ａ），ひびわれ（ｃ） 等；「付録１」参照）

10)点検調書（その１０）対策区分判定結果（主要部材） 

本調書では，主要部材の損傷に対する対策区分判定結果について，部材番号毎，損傷種類毎に，

径間単位で記載する。なお，「主要部材」は，本文４．２に規定するものであり，対策区分の判定に

ついては，本文６．及び付録２「対策区分判定要領」を参照する。

「検査結果」欄には，対策区分の判定と同様の単位で、部材単位の診断結果（Ⅰ～Ⅳ）を記載す

る。部材単位の健全性の診断については，本文７．１の判定区分による。また、同欄には、推定さ

れる損傷の原因，進行性についての評価，当該損傷に対する判定の根拠とその考え方など橋梁検査

員の所見を記述する。
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点検調書(その１０)の記入要領は，次のとおりとする。

次の項目以外については，「道路管理データベースシステム」のデータなどを活用すること。

・「工種」：上部構造，下部構造などの区分記号

（Ｓ，Ｐ，Ａ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「材料」：鋼，コンクリートなどの部材材質区分記号

（Ｓ，Ｃ，Ｘ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

・「部材種別」

「名称」：主桁，床版などの部材名（付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

「記号」：部材名称に対応した部材記号

（Ｍｇ，Ｄｓ，Ｂｈ 等；付表３．２「各部材の名称と記号」参照）

「部材番号」：対策区分の判定を行う評価単位毎の番号（例 ０２ 等；「点検調書(その４)」
参照）

・「損傷の程度」

「最大」：対象部材番号を構成する要素のなかで，当該損傷の最大となる損傷程度の評価区

分記号（「付録１」参照）

「最小」：同じく，最小となる損傷程度の評価区分記号（「付録１」参照）

・「対策区分」：対策区分毎に損傷の種類名を記入（対策区分(Ｂ，Ｃ１，Ｃ２，Ｍ，Ｅ１，Ｅ２，

Ｓ１，Ｓ２)は本文６．及び付録２「対策区分判定要領」を参照，損傷の種類名

は付録１「損傷評価基準」を参照）

対策区分Ｃ２及びＥ１については，対策として補修で足りるか，又は更新（部

材の更新又は橋の架け替え）が必要かを併せて判定し，更新と判定した場合は

「更新」欄に○印を付ける。

・「検査結果」

「健全度（部材単位）」：対策区分の判定と同じ記録単位でⅠ～Ⅳの診断結果を記載する。

「原因」：橋梁における損傷現象は多様な形態で現れ，その原因も種々な要因が複雑に関連

している場合が多く見られる。例えば，コンクリートの「塩害」（根本原因）によ

り「ひびわれ」という損傷が発生し，その「ひびわれ」を直接的な原因として「漏

水・遊離石灰」に，さらにひびわれからの漏水により「材料劣化」して「腐食」

という損傷に発展するなどである。このように，損傷の原因を明確に確定するこ

とはかなり難しいものの，定期点検では，主要部材の対策工法を検討するに際し

て必要な原因を確定若しくは推定することを目的に，付表３．３の６つの重大損

傷原因（その他を加えて７つ）を記載することとした。このため，原因は，根本

原因，直接的な原因を区分することなく，対策工法を検討するために考慮するも

のを記載する。ただし，原因が推定もできない場合は，無理して記載することな

く，「不明」とすること。
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付録３ 定期点検結果の記入要領

付表３．３ 損傷原因の種類 

鋼 コンクリート 備考

① 疲労 ① 疲労 外力作用に起因

② 塩害
環境に起因

③ 凍害

④ アルカリ骨材反応

材料劣化に起因⑤ 中性化

⑥ 材料劣化

⑦ その他（ ） ⑦ その他（ ）

なお，「⑦その他（ ）」を記載する場合には，分かる範囲で（ ）内に損傷原因

名を記載すること。この際，次に示す１１項目に代表させたものが参考となる。

【外的原因】             【内的原因】

ｱ)外力作用に起因           ｳ)材料劣化に起因

・想定外の荷重            ・品質の経年変化

・衝突

・偏土圧・圧密沈下          ｴ)製作・施工に起因

・洗掘・浸食             ・製作・施工不良

・地震                ・防水・排水工不良

ｲ)環境に起因            ｵ) 設計・構造に起因

・乾燥収縮・温度応力         ・構造形式・形状不良

・化学的腐食

「所見」：当該損傷に対する判定の根拠とその考え方など橋梁検査員の所見を自由記入。

Ｓ２（詳細調査を経ないで追跡調査が必要と判定）においては，「所見」欄に，追跡調査

の内容とその頻度を記載すること。

また，原因の相互関係，例えば，「腐食」の直接的原因が「材料劣化」の場合，「原因」

欄には「⑥材料劣化」と記載し，「所見」欄に，「疲労に伴う床版ひびわれからの漏水を根

本原因としている」などを記載するのが望ましい。

11)点検調書（その１１）対策区分判定結果（点検調書（その１０）に記載以外の部材） 

本調書では，点検調書（その１０）に該当するもの以外の部材について記載する。記載方法につ

いては，点検調書（その１０）に準拠するものとする。

なお，「部材番号」，「原因」については，記載しないものとする。
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付録３ 定期点検結果の記入要領

付表３．１ 構造形式一覧 

（１）上部構造
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付録３ 定期点検結果の記入要領

付表３．１ 構造形式一覧 

（２）床版形式
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付録３ 定期点検結果の記入要領

付表３．１ 構造形式一覧 

（３）下部構造
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付録３ 定期点検結果の記入要領

付表３．２ 各部材の名称と記号 
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